
○
厚
生
労
働
省
告
示
第
一
号

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
令
（
平
成
十
七
年
政

令
第
九
十
一
号
）
附
則
第
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等

に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
令
附
則
第
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
医
薬
品
を
次
の
よ
う
に
定

め
、
令
和
三
年
八
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

令
和
四
年
一
月
十
三
日

厚
生
労
働
大
臣

後
藤

茂
之

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
令
附
則
第
四
条

の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
医
薬
品

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
令
（
平
成
十
七
年
政

令
第
九
十
一
号
）
附
則
第
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
医
薬
品
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の

の
み
を
有
効
成
分
と
す
る
製
剤
と
す
る
。

一

エ
ス
ト
ラ
ジ
オ
ー
ル

二

エ
ス
ト
ラ
ジ
オ
ー
ル
吉
草
酸
エ
ス
テ
ル

三

カ
ベ
ル
ゴ
リ
ン

四

ク
ロ
ミ
フ
ェ
ン
ク
エ
ン
酸
塩



五

ク
ロ
ル
マ
ジ
ノ
ン
酢
酸
エ
ス
テ
ル
（
一
錠
中
ク
ロ
ル
マ
ジ
ノ
ン
酢
酸
エ
ス
テ
ル
と
し
て
二
㎎
を
含
有
す
る
も
の

に
限
る
。
）

六

結
合
型
エ
ス
ト
ロ
ゲ
ン

七

シ
ク
ロ
フ
ェ
ニ
ル

八

ジ
ド
ロ
ゲ
ス
テ
ロ
ン

九

精
製
下
垂
体
性
性
腺
刺
激
ホ
ル
モ
ン

十

セ
ト
ロ
レ
リ
ク
ス
酢
酸
塩

十
一

ド
ロ
ス
ピ
レ
ノ
ン
・
エ
チ
ニ
ル
エ
ス
ト
ラ
ジ
オ
ー
ル

ベ
ー
タ
デ
ク
ス
（
子
宮
内
膜
症
に
伴
う
疼
痛
の
改
善

を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
月
経
困
難
症
治
療
薬
に
限
る
。
）

十
二

ナ
フ
ァ
レ
リ
ン
酢
酸
塩
水
和
物

十
三

ノ
ル
エ
チ
ス
テ
ロ
ン
・
エ
チ
ニ
ル
エ
ス
ト
ラ
ジ
オ
ー
ル
（
月
経
困
難
症
治
療
薬
に
限
る
。
）

十
四

ヒ
ト
下
垂
体
性
性
腺
刺
激
ホ
ル
モ
ン

十
五

ヒ
ト
絨
毛
性
性
腺
刺
激
ホ
ル
モ
ン
（
一
管
中
ヒ
ト
絨
毛
性
性
腺
刺
激
ホ
ル
モ
ン
と
し
て
五
○
○
○
単
位
又
は

一
○
○
○
○
単
位
を
含
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）

十
六

ブ
セ
レ
リ
ン
酢
酸
塩
（
一
瓶
中
ブ
セ
レ
リ
ン
酢
酸
塩
と
し
て
一
五
・
七
五
㎎
を
含
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）

十
七

メ
ト
ホ
ル
ミ
ン
塩
酸
塩



十
八

メ
ド
ロ
キ
シ
プ
ロ
ゲ
ス
テ
ロ
ン
酢
酸
エ
ス
テ
ル
（
一
錠
中
メ
ド
ロ
キ
シ
プ
ロ
ゲ
ス
テ
ロ
ン
酢
酸
エ
ス
テ
ル
と

し
て
二
・
五
㎎
又
は
五
㎎
を
含
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）

十
九

レ
ト
ロ
ゾ
ー
ル

二
十

レ
ボ
ノ
ル
ゲ
ス
ト
レ
ル
・
エ
チ
ニ
ル
エ
ス
ト
ラ
ジ
オ
ー
ル
（
月
経
困
難
症
治
療
薬
に
限
る
。
）


